
令和８年度

辻 堂 地 区 生 活 環 境 協 議 会

定 期 総 会　議 案 書

　　日　時　２０２６年５月１５日（金）午前１０時～午前１１時

　　場　所　辻堂市民センター３階　サンキホームホール

１．開　会

２．あいさつ

３．議　案

　　第１号議案　令和７年度事業報告及び決算報告並びに監査報告について　

　　第２号議案　役員の改選（案）について

　　第３号議案　令和８年度事業計画（案）及び予算（案）について

４．その他

５．閉　会



第１号議案

（令和７年4月1日～令和８年3月31日）

時　期 内容等

１．令和６年度事業報告及び決算報告並びに監査報告について

２．令和７年度事業計画及び予算について

１．令和７年度の役職決定について 

２．地区代表者・きれいで住みよい環境づくり推進員の選出について

３．定期総会の議案書の確認及び役割分担について

４．ごみゼロクリーンキャンペーンについて

１.第４９回ごみゼロクリーンキャンペーンの実施結果について

２.第４９回市民センターまつりについて

３.辻堂の海を守ろう！～ビーチクリーンとSDGsペンづくり～
について

４.令和7年度　藤沢市一日清掃デーについて

１．辻堂の海を守ろう～ビーチクリーンとSDGsペンづくり～
結果について

２．藤沢市生活環境連絡協議会市民大会について

３．令和７年度　藤沢市一日清掃デーについて

４．第４８回市民センターまつりについて

１．藤沢市生活環境連絡協議会市民大会結果報告について

２．第４８回市民センターまつりの結果報告について

３．令和７年度　藤沢市一日清掃デー　辻堂地区結果
　
４．みんなで美化キャンペーンについて

５．賀詞交換会について

６．視察研修会について

１．みんなで美化キャンペーン（湘南ニコニコロード、ポ
ケットパーク）振り返り

２．辻堂駅前町内会の花壇について

３．生活環境啓発事業「新入学児童への啓発物品の配布」について

４．視察研修会について

５．辻堂地区郷土づくり推進会議（まちづくり会議）委員推
薦について

１．令和７年度辻堂地区生活環境協議会視察研修会　結果

２．生活環境啓発事業「新入学児童への啓発物品の配布」

３．記念品贈呈について

４．令和８年度定期総会について

辻堂地区生活環境協議会

令和７年度　　事業報告

区　分

5月8日

4月11日

地
区
協
議
会
主
催

3月17日

項　目

定期総会

役員会

会
議
等

6月5日

9月11日

11月21日

1月23日
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第１号議案

時　期 内容等区　分 項　目

10月3日 辻堂地区生活環境協議会の役員から代表者が参加

１．令和６年度事業報告及び歳入・歳出決算について

２．令和７年度事業計画（案）及び歳入・歳出予算（案）について

３．役職の決定について

４．規約の改正について

7月25日 令和７年度藤沢市生活環境連絡協議会市民大会について

１．一日清掃デーの結果について

２．市民大会の結果について

３．令和７年度事業報告について

４．令和８年度事業計画（案）について

団体の活動内容の展示及び生活環境に関するクイズの開催

ペットのマナーアップキャンペーンを実施しチラシ・トイレ袋を配布

ごみステーションでのごみの分別

展示ブース来場者：2日間　計 約300人

生活環境に関する施設の視察

視察先：神奈川県下水道公社　柳島水再生センター　他

参加者：9人

地区内の各小学校・特別支援学校の新入学児童に

フードロスに関するクイズを記載した自由帳を配布し、環境
意識の高揚を図った。

(辻堂小・八松小・高砂小・浜見小・白浜養護学校）

合計：545人

６月７日

辻堂まちづくり会議、高浜地域子ども支援会議、ネットワー
ク湘南堂夢と共催し、小学校児童を対象にビーチクリーンで
集めたマイクロプラスチックを使ったペン作りやNPO法人海さ
くら理事長　古澤氏による自身の２０年間にわたる活動や、
ゴミが生物に与える影響等についてご講演いただいた。
参加者：51人

辻堂まちづくり会議、高浜地域子ども支援会議と共催し

湘南ニコニコロードの路面清掃、植栽帯の清掃除草、花植えを実施

辻堂まちづくり会議、高浜地域子ども支援会議と共催し

辻堂ポケットパークの路面清掃、植栽帯の清掃除草、花植えを実施

5/25
※天候不良につき中止

ゴミゼロクリーンキャンペーンに参加・協力

10月22日 市民大会への参加・協力

11月16日 一日清掃デーに参加・協力

4月24日 辻堂駅改札にて条例啓発キャンペーンに参加・協力

11月26日 藤沢駅改札にて条例啓発キャンペーンに参加・協力

生活環境活動に長年顕著な行為を続けている方へ記念品の贈呈を検討

ペット・ごみ等の生活マナーの啓発活動

6月10日 藤沢市生活環境連絡協議会総会に参加・協力
藤沢市生活環境
連絡協議会総会

市
主
催

理事会

5月12日

掲示物の作成・配布や各自治会・町内会への呼びかけを行う

11月8日、9日

市
主
催

犬のふん尿の後始末の
徹底推進

環境美化活動の推進

ゴミゼロクリーン
キャンペーン

藤沢市生活環境連絡
協議会市民大会

資源とごみの分け方・
出し方の徹底推進

3月31日生活環境啓発事業

地
区
協
議
会
主
催

地
区
協
議
会
共
催

12月16日

12月20日

藤沢市一日清掃デー

視察研修会

藤沢市きれいで住みよい環境
づくり条例啓発キャンペーン

辻堂市民センターまつり

3月16日

役員会

そ
の
他

年　間

生活マナーアップ啓発事業

事
業

3月5日

辻堂の海を守ろう！
〜ビーチクリーンとSDGsペンづくり〜

みんなで
美化キャンペーン事業

会
議
等
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第２号議案

役職 氏名　※敬称略 選出等 備考 役職 氏名　※敬称略 選出等 備考

会　長 吉　田　紀　行
地域協力者

（辻堂南町自治会） 会　長 吉　田　紀　行
地域協力者

（辻堂南町自治会）

副会長 齋　間　正　之 桜花園自治会 副会長 齋　間　正　之 桜花園自治会

副会長 重　田　和　恵 辻堂東海岸２丁目町内会 副会長 重　田　和　恵 辻堂東海岸２丁目町内会

会　計 橋　本　修　二 辻堂東海岸１丁目町内会 会　計 橋　本　修　二 辻堂東海岸１丁目町内会

監　事 小　林　　彰
地域協力者

（太平台明和会）
変 監　事 小　林　　彰 太平台明和会

監　事 河　口　幸　代 辻堂西町町内会 監　事 河　口　幸　代 辻堂西町町内会

理　事 吉　田　昌　弘 北町町内会 理　事 吉　田　昌　弘 北町町内会

理　事 鈴　木　早　苗
地域協力者

（辻堂駅前町内会）
退 理　事 鈴　木　早　苗

地域協力者
（辻堂駅前町内会）

理　事 野　呂　　顕 東町町内会 変 理　事 野　呂　　顕
地域協力者

（東町町内会）

理　事 千　葉　　郁 　世 辻堂東海岸３丁目町内会 新

役員の改選（案）について

辻堂地区生活環境協議会

令和８・９年度（案） 令和６・７年度

新　＝　令和８年度から新たに任命される役員となります
退　＝　令和７年度で退任される役員となります
変　＝　令和７年度から令和８年度にかけて役職・選出を変更される役員となります

4



第３号議案

（令和８年4月1日～令和９年3月31日）

項　目 時　期 内容等

役員会 随　時 実施事業等についての協議

理事会

及び役員会

10月
5月、7月、3月

辻堂地区生活環境協議会の役員から代表者が参加

まつり会場にて、生活環境に関するクイズやペットのマナー

アップキャンペーンを実施し、生活環境啓発活動に取り組む

視察研修会 年1回 生活環境に関する施設を視察

生活環境啓発事業 3月末 環境意識の高揚のため、新入学児童に対し、啓発物品を配布

辻堂まちづくり会議、高浜地域子ども支援会議と共催し、

辻堂ポケットパーク及び湘南ニコニコロードの清掃活動等の実施

共催事業 未　定
辻堂まちづくり会議及び他地域団体と連携して事業を実施し、
生活環境啓発活動に取り組む

藤沢市生活環境連絡
協議会市民大会

10月21日 市民大会への参加・協力

藤沢市一日清掃デー 11月15日 一日清掃デーに参加・協力

4月24日

11月下旬

犬のふん尿の後始末の
徹底推進

生活マナーアップ啓発事業 ペット・ごみ等の生活マナーの啓発活動

辻堂地区生活環境協議会

令和８年度　　事業計画（案）

区　分

会
議
等

地
区
協
議
会
主
催

定期総会 5月15日

市
主
催

藤沢市生活環境
連絡協議会総会

６月 藤沢市生活環境連絡協議会総会に参加・協力

１．令和７年度事業報告並びに決算報告及び監査報告について
２．令和８年度事業計画(案)及び予算(案)について
３. 役員の改選（案）

みんなで美化キャンペーン事業 随　時

その他

資源とごみの分け方・
出し方の徹底推進

年　間

環境美化活動の推進

事
業

市
主
催

藤沢市きれいで住みよい環境
づくり条例啓発キャンペーン

地
区
協
議
会
共
催

地
区
協
議
会
主
催

辻堂市民センターまつり 11月（21日、22日）

生活環境活動に熱心に取り組んでいる団体・個人へ記念品を贈呈

ゴミゼロクリーン
キャンペーン

5月24日 ゴミゼロクリーンキャンペーンに参加・協力

掲示物の作成・配布や各自治会・町内会への呼びかけを行う

条例啓発キャンペーンに参加・協力
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第３号議案

単位：円 

前年度予算額(Ａ) 前年度決算額 今年度予算額(Ｂ) 増減(Ｂ)－(Ａ) 備　考

116,080 116,490 116,080 0
5円×13,816世帯
1,000円×47自治会・町内会

補助金 166,000 166,000 166,000 0

藤沢市生活環境団体等補助金 134,000 134,000 134,000 0 藤沢市生活環境団体等補助金

藤沢市一日清掃デー関係費 32,000 32,000 32,000 0 藤沢市一日清掃デー関係費

15,000 9,000 15,000 0

4 444 4 0 預金利子等

297,084 291,934 297,084 0

148,266 148,266 177,866 29,600 前年度より繰越

445,350 440,200 474,950 29,600

単位：円 

前年度予算額(Ｃ) 前年度決算額 今年度予算額(Ｄ) 増減(Ｄ)－(Ｃ) 備　考

265,000 151,973 265,000 0
　辻堂市民センター
　　　まつり 45,000 17,402 45,000 0 まつり参加記念品等

 視察研修会 45,000 23,181 45,000 0 視察研修会視察費等

 記念品贈呈 10,000 0 10,000 0 記念品贈呈

 共催事業 30,000 8,690 30,000 0 共催事業

 その他の活動 135,000 102,700 135,000 0 活動用品代・啓発物品代等

5,000 3,693 5,000 0 会議賄い

85,000 85,728 105,000 20,000

 事務局費 50,000 35,183 50,000 0 郵便代等

 消耗品費 35,000 50,545 55,000 20,000 ペットのマナー啓発看板、事務用品代等

15,000 20,940 25,000 10,000 賀詞交換会・交通費等

75,350 0 74,950 ▲ 400

445,350 262,334 474,950 29,600

（令和８年4月1日～令和９年3月31日）

科　目

辻堂地区生活環境協議会

令和８年度　　予算（案）

収入

会　費

合　計

事業費

会議費

事務費

雑　費

予備費

合　計

視察研修会参加費

雑収入

繰越金

科　目

当期収入計

支出
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辻堂地区生活環境協議会規約 

 

（名称及び位置） 

第１条 この会は、辻堂地区生活環境協議会（以下「会」という。）と称し、事務局を辻堂市民セ

ンター内に置く。 

 

（目的） 

第２条 この会は、辻堂地区内の自治組織の生活環境関係者相互の連絡を密にし、地域市民の生活

環境を保全し、さらに改良をはかり、健全なる発展を推進することを目的とする。 

 

（事業） 

第３条 この会は、第２条に規定する目的を推進するため、次の事業を行う。 

１．生活環境を改良するための実践、活動、啓発、宣伝、並びに関係機関との情報、連絡、調整及

び協力。 

２．地域内の自然的、人為的生活環境の保全、浄化、清掃、整備等の事業についての情報連絡及び

協力、提言。 

３．区域内の河川、海浜をきれいに保全する事業の積極的推進。 

４．その他目的を推進するため必要と認めた事項。 

 

（会員及び組織） 

第４条 この会は、次の会員をもって組織する。 

１．辻堂市民センター地区内の自治組織及び団体の生活環境に関係する代表者。 

２．その他、辻堂地区の生活環境活動に関心があり、この会の趣旨に賛同するもの。 

 

（役員並びに役員の選出） 

第５条 この会に次の役員を置く。 

会長 １名  会計 １名  副会長 ２名  監事 ２名  理事 若干名 

２．役員は総会において会員の中から選出する。 

 

（職務） 

第６条 役員の職務は、次のとおりとする。 

１．会長は会を代表し、会務を総括する。 

２．副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。 

３．理事は重要事項を審議し、会務の執行を図る。 

４．会計は会の経理を掌理する。 

５．監事は会計を監査する。 

 

（任期） 

第７条 役員の任期は、２年とする。ただし再任を妨げない。 

２．補欠により就任した役員は前任者の残任期間とする。 
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（顧問並びに相談役） 

第８条 この会に顧問並びに相談役を置くことができる。 

２．顧問並びに相談役は役員会において選出する。 

３．顧問並びに相談役は重要な事項について役員会の諮問に応ずる。 

 

（会議） 

第９条 会議はこれを定期総会、臨時総会及び役員会とする。 

２．総会は定期総会及び臨時総会とし、定期総会は毎年５月末までに開催する。臨時総会は必要に

応じ開催することができる。 

３．総会は会員の過半数をもって成立し、成立については委任状を認めるものとする。 

４．総会は役員・委員で構成する。 

５．役員会は役員で構成する。 

６．定期総会、臨時総会は会長が召集し、議長は会長又は会長が指名するものとする。 

７．役員会は必要の都度会長が召集し、その議長となる。 

 

（総会） 

第１０条 定期総会は、次に掲げる事項を審議する。 

（１） 事業計画及び報告に関すること 

（２） 予算及び決算に関すること 

（３） その他、この会の運営に関し必要と認めた事項 

２．議事は出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。 

 

 

（代議員の選出） 

第１１条 藤沢市生活環境連絡協議会、その他の団体に送る代表員は役員会にて選出する。 

 

（事務局） 

第１２条 本会の事務を処理するため、会長が辻堂市民センター長を事務局長に、センター職員を

書記に委嘱する。 

 

（会計年度） 

第１３条 本会の会計年度は、４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

（経理及び会費） 

第１４条 この会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。 

２．この会の会費は年額 

１自治組織：基本料 １，０００円 

１世帯料金         ５円とする。 

３．自治組織以外の団体の会費については役員会において別に定める。 
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（規約改正） 

第１５条 この規約を改正するときは総会において出席者の３分の２以上の同意を得なければなら

ない。 

 

 

（附則） 

この規約は昭和５７年月日から施行する。 

（附則） 

この規約は昭和５９年５月２８日から施行する。 

（附則） 

この規約は平成３年５月２２日から施行する。 

（附則） 

この規約は平成４年４月１日から施行する。 

（附則） 

この規約は平成６年５月１２日から施行する。 

但し第１３条第２項の自治組織からの会費については平成７年度より施行する。 

（附則） 

この規約は平成９年４月１８日から施行する。 

（附則） 

この規約は平成１０年５月１９日から施行する。 

（附則） 

この規約は平成２６年５月８日から施行する。 

（附則） 

この規約は平成２８年５月１９日から施行する。 

（附則） 

この規約は令和２年４月１日から施行する。 
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